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議 案 第 １ ０ 号 

 

 

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の 

公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について    

埼玉県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例（平成１９年広域連合条例第７号）の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定する。 

 

 

 

平成２８年１１月１４日提出 

 

 

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 田 中 暄 二  

 

 

提 案 理 由 

地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、年金たる補償等と他の法令

による給付との調整に関する規定を整備するため、埼玉県後期高齢者医療広域

連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する必要があるので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この

案を提出する。 
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   埼玉県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の  

公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 埼玉県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例（平成１９年４月１日条例第７号）の一部を次のように改正

する。 

 附則第８条第１項の表及び同条第２項の表中「０．８６」を「０．８８」に

改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の埼玉県後期高齢者医療広域連

合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（以下「改

正後の条例」という。）附則第８条の規定は、平成２８年４月１日から適用

する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の条例附則第８条の規定は、平成２８年４月１日以後に支給すべき

事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生

じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべ

き事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事

由の生じた休業補償については、なお従前の例による。  

３ この条例による改正前の埼玉県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第８条の規定に基づいて平

成２８年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正後の条例の

適用を受ける者に支給された傷病補償年金及び休業補償は、改正後の条例附

則第８条の規定による傷病補償年金及び休業補償の内払とみなす。  
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議 案 第 １ ３ 号 

 

 

 

   平成２７年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認定    

について 

 平成２７年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり

監査委員の意見を付けて認定に付する。 

 

 

 

  平成２８年１１月１４日提出 

 

 

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 田 中 暄 二     

 

 

 

提 案 理 由 

 地方自治法第９６条第１項第３号の規定により、この案を提出する。 
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議 案 第 １ ４ 号 

 

 

 

   平成２７年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会    

   計歳入歳出決算認定について 

 平成２７年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて認定に付する。 

 

 

 

  平成２８年１１月１４日提出 

 

 

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 田 中 暄 二    

 

 

 

提 案 理 由 

 地方自治法第９６条第１項第３号の規定により、この案を提出する。 
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